
【件名】ＡＣＴ政府によるＶＩＣ州及びグレーターシドニー（Greater Sydney）への訪問の

中止を強く助言するとの発表等（COVID-19関連） 

 

【ポイント】 

７月３１日、ＡＣＴ政府は、ＡＣＴ住民に対し、ＶＩＣ州及びグレーターシドニー

（Greater Sydney）への訪問の中止を強く助言するとの発表を行いました。 

 

【本文】 

１ ＡＣＴ政府の発表の概要は以下のとおりです。 

（１）ＡＣＴ住民に対し、ＶＩＣ州及びグレーターシドニー（Greater Sydney）への訪問の

中止を強く助言する。また、両地域への訪問は、真に必要な理由による場合のみ行うこと。 

（２）ＶＩＣ州からＡＣＴに戻るＡＣＴ住民は、ＡＣＴ保健局のホットライン（０２ ６２

０７ ７２４４）に電話をするか、下記オンラインフォームから同局に通知し、同州を離れ

てから１４日間自己隔離しなければならない。 

オンラインフォーム：https://actredcap.act.gov.au/redcap/surveys/?s=JJHXMHH3KX 

（３）ＮＳＷ州政府が指定する感染発生施設を訪問した者は、症状がなくともそこを離れて

から１４日間自己隔離することが法的に義務づけられている。 

 （なお、当館からＡＣＴ保健局ホットラインに確認したところ、自己隔離が義務づけられ

ているのは、下記ＮＳＷ州保健局ウェブサイトに掲載されている「Self-isolate and get 

tested immediately」に記載されている施設全てに対し適用されるとのことでした。） 

ＮＳＷ州の感染指定施設は下記をご参照ください。 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/latest-news-and-updates 

 ＡＣＴ政府の発表詳細は下記をご覧ください。 

 https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-covid-19-update-31-july-2020 

 

２ 日本政府は、日本の在留資格を有する外国人の再入国について、８月５日から開始する

旨発表しました。詳細は下記外務省ホームページをご参照ください。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html 

 

（メール発信者） 

在オーストラリア日本国大使館領事部 

電話：02-6273-3244（代表） 

FAX：02-6273-1848 

メール：consular@cb.mofa.go.jp 

大使館 HP：https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
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※豪州政府の政策等に関しましては，下記のサイトを参考にしてください。 

豪州政府コロナウイルス専用サイト：https://www.australia.gov.au/ 

ＡＣＴ政府コロナウイルス関連サイト：https://www.covid19.act.gov.au/ 

豪内務省コロナウイルス関連サイト：https://covid19.homeaffairs.gov.au/ 

豪内務省コロナウイルス関連サイト（日本語）：https://www.homeaffairs.gov.au/covid-

19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese 

豪保健省コロナウイルス関連サイト：https://www.health.gov.au/news/health-

alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert 

※当館はＡＣＴ（首都特別地域）を管轄しておりますが，それぞれの州政府の政策等に関

するお問い合わせに関しましては，各総領事館にお問い合わせください。 

在シドニー総領事館（ＮＳＷ州，ＮＴ（北部準州）管轄） 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在メルボルン総領事館（ＶＩＣ州，ＳＡ州，ＴＡＳ州管轄）

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在ブリスベン総領事館（ＱＬＤ州管轄） 

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

在パース総領事館（ＷＡ州管轄） 

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は，以下の URLから

手続きをお願いいたします。 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 
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